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著作権法

第
一
九
・
第
二
〇
条

な
い
限
り
、
そ
の
著
作
物
に
つ
き
す
で
に
著
作
者
が
表
示
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
従
つ
て
著
作
者
名
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

著
作
者
名
の
表
示
は
、
著
作
物
の
利
用
の
目
的
及
び
態
様
に
照
ら

し
著
作
者
が
創
作
者
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
利
益
を
害
す
る
お
そ

れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
公
正
な
慣
行
に
反
し
な
い
限
り
、

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

第
一
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

適
用
し
な
い
。

　

一　

行
政
機
関
情
報
公
開
法
、
独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
又
は

情
報
公
開
条
例
の
規
定
に
よ
り
行
政
機
関
の
長
、
独
立
行
政
法
人

等
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
若
し
く
は
地
方
独
立
行
政
法
人
が

著
作
物
を
公
衆
に
提
供
し
、
又
は
提
示
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
著
作
物
に
つ
き
既
に
そ
の
著
作
者
が
表
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に

従
つ
て
著
作
者
名
を
表
示
す
る
と
き
。

　

二　

行
政
機
関
情
報
公
開
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
、
独
立
行
政
法

人
等
情
報
公
開
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
又
は
情
報
公
開
条
例
の

規
定
で
行
政
機
関
情
報
公
開
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
相
当
す

る
も
の
に
よ
り
行
政
機
関
の
長
、
独
立
行
政
法
人
等
又
は
地
方
公

共
団
体
の
機
関
若
し
く
は
地
方
独
立
行
政
法
人
が
著
作
物
を
公
衆

に
提
供
し
、
又
は
提
示
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
著
作
物
の
著

作
者
名
の
表
示
を
省
略
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
。

　

三　

公
文
書
管
理
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
又
は
公
文
書
管
理
条

例
の
規
定
（
同
項
の
規
定
に
相
当
す
る
規
定
に
限
る
。）
に
よ
り

国
立
公
文
書
館
等
の
長
又
は
地
方
公
文
書
館
等
の
長
が
著
作
物
を

公
衆
に
提
供
し
、
又
は
提
示
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
著
作
物

に
つ
き
既
に
そ
の
著
作
者
が
表
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
著

作
者
名
を
表
示
す
る
と
き
。

（
同
一
性
保
持
権
）

第
二
〇
条　

著
作
者
は
、
そ
の
著
作
物
及
び
そ
の
題
号
の
同
一
性
を

保
持
す
る
権
利
を
有
し
、
そ
の
意
に
反
し
て
こ
れ
ら
の
変
更
、
切

除
そ
の
他
の
改
変
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
改
変
に

つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　

一　

第
三
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）、
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
三
条
の
三

第
一
項
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
物
を
利

用
す
る
場
合
に
お
け
る
用
字
又
は
用
語
の
変
更
そ
の
他
の
改
変

で
、
学
校
教
育
の
目
的
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

　

二　

建
築
物
の
増
築
、
改
築
、
修
繕
又
は
模
様
替
え
に
よ
る
改
変

　

三　

特
定
の
電
子
計
算
機
に
お
い
て
は
実
行
し
得
な
い
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
著
作
物
を
当
該
電
子
計
算
機
に
お
い
て
実
行
し
得
る
よ
う

に
す
る
た
め
、
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
を
電
子
計
算
機
に

お
い
て
よ
り
効
果
的
に
実
行
し
得
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要

な
改
変

　

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
著
作
物
の
性
質
並
び
に
そ

の
利
用
の
目
的
及
び
態
様
に
照
ら
し
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら

れ
る
改
変


